
令和８年度 本巣市市民活動助成金

市提示事業協働実施コース募集概要

R8_NO.3

事業名 市民活動推進拠点「まわる市民協働」運営事業

事業目的

協働によるまちづくりを推進するために、市民と市民、市民と行政が活発に交流

できる場を提供し、市民活動に関する様々な情報を収集・発信して、主体的な市民

活動が生み出される拠点「まわる市民協働」を運営することを目的とする。

事業内容

【目標】

「（仮称）本巣市市民協働サポートセンターの設置に関する提言書」に記載され

た７つの機能を発揮できる場となるよう、以下のとおり取り組む。

○ 拠点となるまわる市民協働をオンライン・オフライン両面で運営し、市民活

動・福祉における中間支援の確立。

○ 情報発信機能として、多くの市民活動情報を効果的に発信できるサイトの構

築や、紙媒体の作成を行うとともに、市民活動の担い手発掘やリーダーの育成

を目的とした、交流促進、人材育成のための交流会や勉強会を開催すること。

○ 地域課題の解決に効果的な市民活動や社会起業・団体の組織化、場所や資金

などの支援を行い、具現化を促す実行力を持つようにすること。

・情報発信サイトの運営

市民活動団体の情報や各種イベント情報等を情報の受け手に興味を持ってもら

えるよう編集し、発信する。

・PR体制の整備

市民活動の促進が図られるよう、各種活動を可視化した紙媒体ツールを作成し、

イベントにブース出展をするなど、効果的なPRを検討し、実施する。

・ワークショップ等の開催

「関与人口」（まちに参画・関与意欲のある担い手）を増やすための広域地域間

連携の促進と、担い手に主体的な学びの場を提供するための「市民大学」を実

施。また、様々な市民活動団体・個人における、地域への関与・推奨意欲のア

ップにつなげるワークショップや、令和7年度に策定した総合計を題材とした

ワークショップも実施する。

【開催回数：４回】【参加者数：延べ60人以上】

・市民活動団体の組織化・事業化の支援

市民活動団体の法人化や、地域の課題解決が期待できる事業に対し、自走性を

考慮しつつ早期に事業の具現化ができるよう支援を行う。

事業期間 交付決定日(令和8年4月1日予定) ～ 令和9年3月31日

助成金 1,800,000円 以内（補助率100％）

応募方法

■応募締切 令和8年3月19日（木）

■提出書類 助成金交付申請書（様式第1号）

■提出・お問い合わせ先

企画広報課 ＴＥＬ：058（323）5142

ＦＡＸ：058（323）5192

メール：kikakukouhou@city.motosu.lg.jp


